
最先端で実践的なオンラインビジネス講座が、無料
で学べます。
従業員のスキルアップや研修にご活用ください。

受付は令和８年６月頃開始予定

※令和６・７年度の利用企業様も
再度利用が可能です！

①高知県ワークライフバランス推進企業
認証制度における男性育休推進部門

1０
万円

②厚生労働大臣のくるみん、くるみん、
トライくるみん（全てプラス含む）

3０
万円

外部人材活用促進事業

高知市産業政策課の主な中小企業支援事業です。ぜひご活用ください。

はたいく補助金

経営改善計画策定等助成金

― 第79号（令和8年6月号）―
発行：高知市商工振興部産業政策課
TEL：823-9456／FAX：823-9492
Email：kc-150600@city.kochi.lg.jp

リスキリング支援事業

前期（令和８年６月～10月）

40企業

インターンシップ促進補助金

住宅補助や通勤費補助などの「福利厚生制度の新設・拡充」
を行う中小企業に対して、費用の一部を補助します。

補助率：１/２ 一人あたり10万円

【 １企業10名まで 】

補助率：1/2 一人あたり10万円

【 １企業10名まで 】

業務上必要な資格を取得させる際に要した資格取得費
用の一部を助成します。

補助率：2/3
実習生一人につき2万円まで

事業者が実施するインターンシップにおいて、実習
生を受け入れるために必要な経費を補助します。

【申請書提出締切】令和９年2月26日

男性従業員の育児休業取得促進を支援するため、
認定等を受けた事業所に助成します。
（子育て支援企業認定促進助成金）

経営改善や事業再生は早期の着手が重要です。
専門家の支援を受けて経営改善計画等を策定する
際の費用の一部を助成します。

助成金額

早期経営改善計画 ：～２万円
経営改善計画 ：～10万円
プレ再生・再生支援計画：～20万円

専門スキルを持つ外部人材が、業務改善、新事業
立ち上げや新商品開発、生産性向上などに向けて
お手伝いします。

夏頃に事業者向け
セミナー開催予定

デジスマ補助金デジタルで
スマートな職場に！

資格取得助成金
（高知市若手人材定着支援事業費補助金）

福利厚生補助金
（高知市若手人材定着支援事業資格取得助成金）

は た く ら 補 助 金はたらく、くらす
若手を応援！

※予算上限に達し次第、終了となります。

補助率：1/2 最大30万円

ICT活用促進と人材確保力向上のため、テレワーク
環境を整備する市内中小企業に対して、費用の一部
を補助します。（テレワーク導入支援事業費補助金）

はたらく、育てる
を応援！



企業向け
まちづくり相談窓口

高知市では、市民・事業者・NPO・行政による協働のまちづくり

を推進しており、企業の地域貢献活動等の相談を受け付ける窓口

を開設しています。

「社会貢献・地域貢献したいけど、どんなことをすれば良いか分

からない」「地域の特性や情報を知りたい」などありましたらお気軽

にご相談ください。

高知市地域共生社会推進課

高知市地域コミュニティ推進課

０８８-８２１-６５１３

０８８-８２３-９０８０

【福祉的分野】

【その他分野】

キャリア人材バンク
ジョブ産雇の再就職支援

(公財)産業雇用安定センター高知事務所

高知市はりまや町１丁目５－１
デンテツ・ターミナルビル５階
088-8６１-３０１１

●再就職希望者の紹介

６０歳以上の退職予定で再就職希望の社員様をぜひご紹介く
ださい。専任コンサルタントが無料で再就職をサポートします。

●高齢者の受入事業者募集

高年齢者の能力・経験の活用を希望する事業者、受入れ求人
をご紹介ください。
直前まで仕事をされていた即戦力の人材をご紹介いたします。

シニア層の、もっと
働きたいを応援します！

高知市と高知県よろず支援拠点の共催で、県内事業者向けの
経営支援セミナーを開催しています。

経営支援セミナー

開催場所：高知市役所第二庁舎２階 216会議室
開催時間：14時～16時30分
定 員：各10名（先着順） ご利用いただけるサービス

高知働き方改革支援センター

働き方改革に関する様々な課題に対応するワンストップ相談
窓口として、社労士等の専門家が、中小企業事業主の方から
の労務管理上の相談に応じています。

高知市南はりまや町２丁目３-10
ア・ラ・モードはりまや103号

受付時間：平日９：00～17：00

0120-899-869

●来所相談・電話相談

障がい者の雇用のために様々な
支援制度がご利用いただけます。
まずは事業所所管のハローワー
クにご相談ください。

障がい者の法定雇用率引上げと支援策の強化

障がい者の法定雇用率が段階的に引き上げられます（令和８年７月以降）

障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、全ての
事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。

●企業への訪問相談サービス

●メール相談

●セミナー開催

高知働き方
改革支援センター


